
 

図表１ 対象業務における詳細業務区分表（第１条関係） 

 

対象業務 対象業務の詳細業務 

測量業務等 
測量一般 
航空測量 
図面・調書作成（管理用図面作成） 

土質地質調査等 

地質・土質調査 
環境調査 
交通量調査・解析 
維持修繕調査（現地調査） 

設計業務等 

地質・土質調査（技術業務） 
道路設計 
橋梁設計 
トンネル設計 
標識設計 
その他土木設計 
電気設備設計 
通信設備設計 
機械設備設計 
造園設計 
電算業務 
図面・調書作成（完成図作成） 
記録・資料作成 
維持修繕計画検討（技術業務） 
気象関係調査 
品質管理業務 
経済調査 
記録・資料作成 
関連公共事業・施設調査 

建築設計 建築設計 

補償関係 
コンサルタント業務 

権利調査 
土地評価業務 
物件等調査 
事業損失関係調査（建物等損傷調査） 
補償関連業務 

  



 

図表２ 入札から落札決定に至る事務処理の流れ（第１０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料未提出又は提出しない旨の申出があった場合

（1）～（3）の全てに該当した場合の審査
対象基準価格（基本）未満の入札 

ただし書きに該当
せず審査対象基準
価格未満の入札が
あったとき 

落札決定の保留 落札者としない（失格）

資料提出要請 

資料提出期限 

・審査対象基準価格未満で入札を行った落
札予定者となる１者に資料提出を要請 

７日以内 
（休日含まず） 

落札者としない 
※技術審査会及び契
約審査会の審査をし
ない。 

落札者としない 落札 

落札者としない旨の通知【書面】 

（必要に応じて）資料等の追加提出、ヒアリングの要請 

契約決定通知 ・落札者が現れた場合は、当該落札
者を上回る価格で入札を行った者に
低入札価格調査（資料提出要請）を
行う必要はない。 

入    札 

入札金額（税抜総価）を 
【審査対象基準価格等】と照合

【審査対象基準価格等】 
①審査対象基準価格（基本） 
⇒低入札調査（基本） 
②審査対象基準価格（重点） 
⇒低入札調査（重点） 
ただし、次の要件を全て満たす場合は、
審査対象基準価格（基本）未満の入札
者を自動失格とする。 
（1）対象業務に該当 
（2）価格落札方式適用業務 
（3）政府調達基準価格未満 

低入札価格調査 

技術審査会／契約審査会による審議 

資料の提出があった場合 

次順位の者が審査対象基準価格未満で
入札を行った者の場合、落札者が現れ
るまで調査を繰り返す 


